
災害弔慰金制度について 

○市町村は条例の定めるところにより、一定規模以上の自然災害により 
  死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うことができると規定 
  （法第３条） 

○当該制度は、市町村が実施主体（自治事務） 

※上記から、市町村の判断で災害による死亡として認めれば弔慰金が支給される。 
  なお、災害の直撃により死亡した場合以外のいわゆる「災害関連死」の疑いがある 

場合は、自治体が医師、弁護士等を構成メンバーとする審査会を設置し判断している。
（阪神・淡路大震災以降） 

注）一定規模以上の自然災害 
   ・１市町村において住居が５世帯以上滅失した災害（同一市町村内） 
   ・都道府県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の災害（同一県内） 
   ・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害（同一県内） 
   ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害（全国） 
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